
 

 

 

2025 年 12 月 19 日 

沖 縄 電 力 株 式 会 社 
 

 

特定小売供給約款の変更届出について 
 

沖縄エリアにおける高圧部門の電気料金規制が 2026年 4月 1日より解除されることに伴い、

本日、経済産業大臣に対し、電気事業法に基づく特定小売供給約款の変更届出を行いましたの

でお知らせいたします。 

１． 実施日 

 2026年 4月 1日（水） 

 

２． 変更届出の主な内容 

 沖縄エリアにおける高圧部門の電気料金規制が解除されることを踏まえ、高圧で電気

をご使用されるお客さまへのメニューおよび供給条件等を削除いたします。なお、低圧

で電気をご使用されるお客さまに関しては影響ございません。 

 

３． 対象となるご契約 

特定小売供給約款のメニュー（規制料金）でご契約のお客さま 

※高圧で電気をご使用されているお客さまの 2026年 4月 1日以降のお取り扱いにつきま

しては、「沖縄エリアの高圧部門における電気料金規制の解除について」（2025年 11

月 7日プレスリリース）をご確認いただきますようお願いいたします。 

 

以 上

 

 

（ご参考）沖縄エリアの高圧部門における電気料金規制の解除について 

https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2025/251107.pdf 


